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手
続
き
①

《
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
場
合
》

�

・�

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証
明

書
（
退
職
証
明
書
・
離
職
票
等
）

と
印
か
ん
を
持
参
の
う
え
、
住
民

課
国
保
年
金
班
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

※�

�65
歳
未
満
で
20
年
以
上
（
ま
た
は

40
歳
以
降
で
10
年
以
上
）
お
勤
め

で
、
厚
生
（
共
済
）
年
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
は
年
金
証
書
も
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

《
職
場
の
健
康
保
険
の
扶
養
か
ら
は

ず
れ
た
場
合
》

�

・�

被
扶
養
者
か
ら
は
ず
れ
た
証
明

書
（
健
康
保
険
資
格
喪
失
連
絡
票

等
）
と
印
か
ん
を
持
参
の
う
え
、

住
民
課
国
保
年
金
班
へ
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

手
続
き
②

《
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
、

ま
た
は
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場
合
》

�
・�
国
保
の
保
険
証
と
新
し
い
職
場
の

健
康
保
険
証
（
加
入
者
全
員
分
）

と
印
か
ん
を
持
参
の
う
え
、
住
民

課
国
保
年
金
班
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
み
な
さ
ん

の
医
療
費
に
あ
て
ら
れ
る
大
切
な
財

源
で
す
。
納
期
限
を
守
り
、
き
ち
ん

と
納
め
ま
し
ょ
う
。

■�

特
別
な
事
情
も
な
く
国
保
税
を
滞

納
し
て
い
る
と

①�

督
促
を
受
け
た
り
、
延
滞
金
が
加

算
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

②�

有
効
期
間
の
短
い
保
険
証
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

③�

納
期
限
か
ら
１
年
を
過
ぎ
る
と
、

保
険
証
を
返
還
し
て
も
ら
い
、
代

わ
り
に
資
格
証
明
書
が
交
付
さ
れ

ま
す
。
こ
の
と
き
の
医
療
費
は
、

い
っ
た
ん
全
額
自
己
負
担
と
な
り

ま
す
。

※�

納
め
忘
れ
の
心
配
の
な
い
、
口
座

振
替
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。

■�

ど
う
し
て
も
納
付
が
困
難
な
と

き
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り

納
付
が
困
難
な
と
き
は
、
納
付
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
滞
納
の
ま

ま
に
せ
ず
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

国
民
年
金
保
険
料
控
除
証
明
書

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を

　
　
　
　

す
る
と
き
に
必
要
で
す
。

　　

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料

控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合
、
１
年

間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保
険
料
を

証
明
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
が

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

◎
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

　

控
除
証
明
書

　

11
月
初
旬
に
納
付
額
を
証
明
す

る
ハ
ガ
キ
が
社
会
保
険
庁
か
ら
送

付
さ
れ
ま
す
。
証
明
内
容
は
本
年
１

月
か
ら
９
月
末
日
ま
で
に
納
付
さ

れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、
年

内
に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の

納
付
額
で
す
。

　

年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入

し
た
方
や
、
10
月
以
降
に
初
め
て
保

険
料
を
納
め
た
方
に
つ
い
て
は
、
来

年
２
月
に
同
様
の
証
明
書
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
こ
の
証
明
書
は
、
年
末
調

整
や
確
定
申
告
に
必
要
な
添
付
書
類

で
す
の
で
、
紛
失
し
な
い
よ
う
に
気

を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
た
場

合
や
届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
再
発

行
が
可
能
で
す
の
で
、
左
記
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

◎
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
　
　
（
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
）

　

☎
０
５
７
０
─
０
７
０
─
１
１
７

　
（
Ｉ
Ｐ
電
話
）

　

☎
０
３
─
６
７
０
０
─
１
１
３
０

受
付
時
間

●
月
〜
金
曜
日

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

　

※
月
曜
日
は
、
午
後
７
時
ま
で

　
（
月
曜
日
が
休
日
の
場
合
、火
曜
日
）

●�

第
２
土
曜
日　
（
毎
年
11
月
は
第

２
・
４
土
・
日
曜
日
）

　

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
４
時

◆
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

　

国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け
が
を
し
た
と
き
に
安
心
し
て

治
療
が
で
き
る
よ
う
に
、
み
ん
な
で
助
け
合
う
制
度
で
す
。

11
月 

は 

国 

保 

月 

間 

で 

す

○自営業の方
○農業・漁業を営んでいる方
○アルバイトなど職場の健康
　保険に加入していない方
○退職して職場の健康保険を
　やめた方
○１年以上の在留資格のある
　外国籍の方

国民健康保険
（退職者医療制度）

被用者保険

手続きは不要です
（75歳になる前月に保険証を郵送します）

※手続きについては下記参照

手続き①が必要です

手続き②が必要です※上記に扶養されている方

長寿（後期高齢者）医療制度
75歳（一定の障害があると認定された65歳）以上の方

75歳をむかえたら

就職・転職をしたら

退職・転職をしたら

船員保険
船員の方

共済組合
公務員の方

社会保険
会社にお勤めの方


